
佐賀労働局では、企業が制作した紹介動画を公式YouTubeチャンネルで公開し、

ハローワークを利用する求職者に向けて広く発信するサービスを開始しました。

就職活動や新入社員向けのオリエンテーションなどで使用している動画がありまし

たら、ぜひ掲載申込書を添えてご応募ください。

掲載申込方法

求職者の応募意欲を高める！

企業の認知度UP！

PR動画の活用例とメリット

動画データをギガ

ファイル便にアップ

ロード

掲載申込書を記入

求人票と企業PR動画を連動さ
せることで、興味・関心が高
まり、応募喚起につながりま
す！

求人票との連動で
応募促進！

求職者が動画を視聴するこ
とで「会社で働く自分」を
よりリアルに想像できるの
で、企業に対する志望度を
高めることや就職マッチン
グの向上が期待できます！

求職者の理解促進！

佐賀県内の求職者だけでな
く、県外の求職者の方にも
企業を知ってもらうことが
期待できます。

SNSでも拡散！！

ギガファイル便の

URLと掲載申込書を

メール送信

メール送信先
（佐賀労働局）

saga41-prdouga@mhlw.go.jp

掲載申込書
ダウンロード

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_02611.html

佐賀労働局企業紹介チャンネル
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注意点

・動画の長さは、2〜5分くらいに編集してご提出ください。

・パワーポイントを動画に変換したものでもOKです。

・「会社の動画だから」と気負わず、自然な雰囲気の映像の方が、企業の魅力が伝わりやす

くておすすめです。（例：社員のメッセージや社内の様子など）

・年間を通して配信しますので、採用に直結する内容は入れずにご準備ください。

・動画の差し替えや掲載終了のご希望があれば、いつでも佐賀労働局までご連絡ください。

・動画のファイル形式は、.MP4 または .MOV でご用意ください。

・肖像権や著作権など、権利関係がクリアになっている動画をご提出ください。

・1つの事業所につき、掲載できる動画は1本までとさせていただいています。

以下のような内容が含まれている場合は、佐賀労働局の判断により、掲載を見送ったり削除

させていただくことがあります。

（1）法律や条例などに違反する、またはそのおそれがあるもの

（2）公序良俗に反する内容

（3）広告・宣伝・勧誘・営業活動など、営利を目的としたもの

（4）差別的な表現や、それを助長するような内容

（5）事実と異なる情報や、根拠のない噂などを含むもの

（6）その他、佐賀労働局のYouTube運営上、不適切と判断されるもの

佐賀労働局 職業安定課

動画作成のポイント

ギガファイル便の利用方法

☎0952-32-7216お問い合わせ

①公式サイトにアクセスし、

動画ファイルをアップロー

ド

②アップロードが完了

すると、ダウンロード

リンクが表示されます

ダウンロードURLをコピー

③ダウンロードリンクを

コピーし、佐賀労働局に

メールで送信

④完了しました！

内容を確認後、佐賀労働局

よりご連絡いたします


